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れて以来、地盤工学会では土質試験の方法に関する
学会基準を定めてきた。これらの基準は、初版本の
「土質試験法」から「土質試験の方法と解説」、そし
て現在の「地盤材料試験の方法と解説」へと引き継
がれ、改訂の度に基準の制定、改正、廃止がなされ
てきた。

録も主な目的のひとつになっている。ちなみに、基

なっているため、基準改訂版の出版は学会の記念事
業の一環として位置づけられている。
　基準の制定においては、規格・基準検討委員会に
おける素案作成、基準部会での審議、素案の学会誌
等への公示、そして理事会での承認といった多くの
ステップがあり、制定後も定期的な見直しを行って
いる。また、地盤工学会は経済産業省の審議会であ
る日本工業標準調査会から地盤関連の基準化活動を
委託されているため、学会基準のいくつかは日本工
業規格（JIS）にも認定されている。学会基準に学
会基準番号（JGS基準番号）と日本工業規格番号（J
IS規格番号）が併記されているのは、このためであ
る。
　また、最近では国際標準化機構の国内審議団体に
指定され、学会基準が国際規格（ISO）に認定され

ある。基準本には、試験方法はもとより、適用範囲、
用語の定義、試験結果の整理、報告事項に至るまで
具体的かつ詳細に記しているほか、数ページに及ぶ
「解説」を付記している。このように丁寧かつ分か
りやすくすることで、多くの地盤技術者や研究者に
より実務はもとより教育研究活動に活用されてい
る。

。

年度に赤本改訂のスケジュール策定、ワーキンググ

業を開始している。改訂の特色は、国際規格（ISO）
との整合を図るとともに、地盤工学用語の標準記号
の改訂と地盤工学用語のJIS規格の策定に伴う見直
し、試験結果の取りまとめ方を新たに明記するなど
を予定している。
　現在の学会基準は表１に示すとおり物理、力学試
験を中心としているため、今後は環境系などの化学
試験を積極的に取り入れることも重要である。地盤
工学会の学会基準が、東日本大震災からの復興など
国土の発展の一助になることを願ってやまない。

 


